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臨時会第4号議案

財産の処分について

次のように財産を処分するものとする。

令和7年3月28日提出

春日市長 井 上 澄 和

1 処分する財産

(1) 種類 土地

(2) 土地の地番、地目及び面積

2 売却の方法 随意契約

3 売却の金額 543,713,000円

4 売却の相手方 大野城市乙金東2丁目26番1号

社会福祉法人仁風会

理事長 見元 伊津子

提案理由

財産を処分することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号

及び第8号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭

和39年条例第12号)第3条の規定により市議会の議決を求めるものである。

地番 地目 面積

春日市塚原台3丁目129番 宅地 3,560.30㎡

春日市塚原台3丁目130番 原野 3,286.39㎡

春日市塚原台3丁目134番1 宅地 4,480.65㎡

計 11,327.34㎡
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